
箱根町景観計画内容についてのお知らせ 

 

 箱根町景観条例の改正に伴い、箱根町景観計画が一部変更されました。（平成 24 年 12 月 20 日施行） 

変更箇所は次のとおりですので、間違いのないようご注意ください。 

 
変更箇所① 箱根町景観計画体系図 
〔変更前〕 

 
 
 
 
 
 
〔変更後〕 

 
 
 
 
 
 
 

 

変更箇所② P.48 

〔変更前〕 

【表 5-1 届出対象区域】 

届出対象区域 国立公園内の特別地域（特別保護地区を含む。）を除く区域 

〔変更後〕 

【表 5-1 届出対象区域】 

届出対象区域 
国立公園の区域以外の区域並びに国立公園の区域内の第 2 種特別地域

（D 区域に限る。）及び普通地域 

 

変更箇所③ P.112 

〔変更前〕 

【届出対象区域】 

届出対象区域 国立公園内の特別地域（特別保護地区を含む。）を除く区域 

〔変更後〕 

【届出対象区域】 

届出対象区域 
国立公園の区域以外の区域並びに国立公園の区域内の第 2 種特別地域

（D 区域に限る。）及び普通地域 

 

１ 届出対象区域  

  国立公園内の特別地域（特別保護地区を含む。）を除く区域 
２  

 ～以下省略～ 

届出の対象になる行為の規模の基準 

１ 届出対象区域  

  国立公園の区域以外の区域並びに国立公園の区域内の第 2 種特別地域（D 区域に

限る。）及び普通地域 
２  

 ～以下省略～ 

届出の対象になる行為の規模の基準 


